
問い合わせところ・対象と き相 談 員名 称

市民課相談室
（緯〈７１〉２２２２）

市役所相談室（北
庁舎１階）
対象：市内在住・
在勤・在学

午前８時３０分～午後５時毎週捷～晶市民相談員市 民 相 談
午後１時～４時３０分第１～４晶

弁護士

法 律 相 談
予約優先…３月２２日昇午前９時から（先着
各７人）※同じ内容は一回限り。

午後１時～４時４日捷・１８日捷
司法書士 要予約…３月２２日昇～相談日前日午前９時

～午後５時（先着各６人）
午後１時～４時６日昌・２０日昌

司法書士交 通 事 故 相 談 要予約…３月２２日昇～相談日前日午前９時
～午後５時（先着各６人）

午後１時～４時５日昇・１９日昇行政相談委員行 政 相 談
午後１時～４時１２日昇・２６日昇人権擁護委員人 権 相 談
午後１時～３時２５日捷司法書士、土地家屋

調査士相続・登記・測量相談
午前１０時～午後４時毎週昌女性悩みごと相談員市民女性悩みごと相談

市民課
（緯〈７１〉２２６６）

市役所市民課
対象：市内在住・
在勤・在学

午前８時３０分～午後５時
１５分

毎週捷・昇・昭
・晶

市職員（ポルトガル
語）外 国 人 相 談

午前９時～午後４時毎週捷～晶市職員（タガログ語）
国保年金課
（緯〈７１〉２２３１）

市役所相談室
対象：市内在住午前１０時～午後４時７日昭社会保険労務士年 金 相 談

市民税課
（緯〈７１〉２２１３）

市役所相談室
対象：市内在住

午後１時３０分～４時６日昌税理士税 務 相 談 要予約…５月１１日昌の予約も可（先着８人）

商工課
（緯〈７１〉２２３５）

市役所相談室
対象：市内在住・
在勤・在学

午前９時３０分～午後３時
３０分

毎週捷・昇・昭
・晶消費生活相談員

消 費 生 活 相 談 予約優先…相談希望日一週間前の午前９時から
午後１時～３時２６日昇弁護士（消費生活相

談員同席） 要予約…１日晶午前９時から（先着４人）

市役所相談室午後１時～４時１４日昭愛知県職員労 働 相 談 要予約…１２日昇午後５時まで（先着６人）
市地域職業相談室
（緯〈７１〉０３１１）市役所さくら庁舎午前９時～午後５時毎週捷～晶ハローワーク職員職 業 相 談 ・ 紹 介

安城若者サポートステーション（南町
１５-２６）（緯〈９５〉３１３７）／対象：西三河地
域の１５～３９歳の人とその家族

午前１０時～午後５時３０分毎週昇～松
※３０日松を除く。

心理カウンセラー、
臨床心理士、キャリ
アカウンセラー

若者自立支援就労相談

子育て支援課
（緯〈７１〉２２２９）

市役所子育て支援課
対象：市内在住

午前８時３０分～午後５時
１５分毎週捷～晶

母子・父子自立支援
員、市職員ひとり親家庭相談
家庭相談員、市職員児 童 相 談

市役所さくら庁舎
対象：県内在住午前１０時～午後３時毎週晶内職相談員内 職 相 談
市子育て支援センター（緯〈７２〉２３１７）

午前９時～午後５時
毎週捷～松

保育士、市職員乳幼児の子育て相談 二本木（緯〈７７〉２７７４）・あけぼの（緯〈９７〉
２２７６）・さくら（緯〈９９〉２１００）・根崎（緯
〈９２〉００８９）子育て支援センター

毎週捷～晶

社会福祉協議会総
務課（緯〈７７〉２９４１）社会福祉会館午前１０時～午後３時毎週昇・昭・松ボランティア相談員、

社会福祉協議会職員ボランティア相談

社会福祉協議会地
域福祉課（総合福
祉センター内）
（緯〈７７〉７８８９）

総合福祉センター
対象：市内在住

午後１時３０分～４時毎週昇～松民生委員、児童委員、
主任児童委員心 配 ご と 相 談

午後１時３０分・３時９日松・２３日松元情緒障害児施設職
員子 ど も 生 活 相 談 要予約…各相談日の前々日午後５時１５分ま

で（捷を除く。先着各１人）
午後１時～４時２０日昌

弁護士福 祉 法 律 相 談 要予約…１日晶～１６日松午前８時３０分～午
後５時１５分（捷を除く。先着６人）

総合福祉センター
（緯〈７７〉７８８８）

午後１時～４時１４日昭身体・知的障害者相
談員障 害 者 更 生 相 談 要予約…１２日昇午後５時まで（先着６人）

教育センター相談
室（緯〈７６〉９６７４）

教育センター
対象：市内在住の
年長児～中学生を
もつ保護者
※心の電話は小学
生・中学生も可。

午前９時～午後５時毎週捷～晶
社会教育指導員

心 の 電 話
午前９時～午後５時毎週捷～晶教 育 相 談 要予約…随時受け付け
午前１０時～午後５時（捷
は午後６時まで）毎週捷～晶臨床心理士ふれあい相談・就学相談

要予約…随時受け付け
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４月の相談窓口 ※相談は無料、対象の記載のない場合は誰でも相談できます。秘密は固く守ります。
相談業務は、いずれも正午～午後１時及び２９日抄は休みます。

お子さんの写真を載せませんか。
掲載方法の問い合わせは
電話かＥメールで広報広聴係
（☎〈71〉2202／info@city.anjo.aichi.jp）へ。

安城市民憲章
わたくしたちは、

＊たがいに助け合い、住みよいまちをつくりましょう。

＊きまりを守り、良い習慣を育てましょう。

＊自然を愛し、きれいな水とみどりのまちをつくりましょう。

＊教養を高め、若い力を育てましょう。

＊健康で、明るく楽しい家庭をつくりましょう。

今月の納税など

納 期 限：3月31日㈭
口座振替日：3月31日㈭
▶水道料金・下水道使用料
（ＪＲ東海道本線以南。二本木・緑町
を除く）
▶下水道事業受益者負担金 第2期
▶保育園保育料
▶幼稚園授業料
▶市営住宅家賃
▶児童クラブ育成料

亀山莉緒奈ちゃん（１歳)
り お な

１歳になり歩け
るようになりまし
た。お天気の良い
日は、いつも大好
きなお散歩に行く
のぉ竃竃竃

（根崎町）

石川來夢くん（４歳)
らい む

石川冬愛くん（７歳)
とう ま
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やんちゃBoy's
☆概

喧嘩もいっぱい
するけど、とって
も優しい兄弟です
概

（東栄町）

鈴木晴香ちゃん（１０カ月)
はる か

毎日ニコニコご
機嫌です。つたい
歩きでちょっとず
つ進むよ！りこち
ゃん、なるみちゃ
んとお散歩に行き
たいな。（住吉町）

ズリバイでお部
屋の中をたくさん
動けるよ。お兄ち
ゃんと仲良し。笑
ったり、あーうー
おしゃべりしてま
す辞(二本木新町)

寒川陽愛ちゃん（８カ月）
はる あ


